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変えよう！会

六つの重要政策
１、司法試験合格者数１０００人以下を目指します。 

急激な増員が弁護士の過剰な競争を生み、弁護士を疲弊させています。
急激な増員から緩やかな増員への転換が必要です。 

２、法テラス改革を徹底します。 
総会決議はしましたが、不十分です。
低廉な報酬・不合理な運営の改革を徹底します。

３、谷間世代への一律給付と完全な給費制の実現に向けて、さらに積極的に取り組みます。
法曹養成は国の責務であり、「谷間世代」だけが給付を受けられないことは正義に反します。
修習専念義務は、完全な形での生活費等の支給（給費）と不可分です。
このことを強く訴え、さらに積極的に取り組みます。

４、民事訴訟のＩＴ化「本人サポート」を提供しません。 
国民にとっても弁護士にとってもリスクでしかないＩＴ化「本人サポート」を食い止めます。 

５、会員ひとりひとりと単位会の声を真摯に受け止める会務運営にします。
・Web総会の実現や、会員の声を日弁連に集約するシステムの構築等に取り組みます。
・政策を検討する「理事会内本部」の委員は会長指名ではなく各単位会から推薦していただきます。
６、若手会員支援・地域定着支援の充実
若手会員をサポートし、また地域定着を支援する制度の支援・構築に取り組みます。

ともに日弁連を変えよう！ 
市民のための司法をつくる会（変えよう！会）

今の日弁連のままでいいのでしょうか？ 
司法改革による弁護士の激増、法テラス（民事法律扶助・国選弁護）の低廉な報酬と

不合理な運営が弁護士の経済的基盤を掘り崩し、一方で弁護士の責務のみ強調されています。
弁護士は疲弊し、自由と正義で生きる弁護士像は存続の危機にあります。
ところが、日弁連執行部は、このような状況に置かれている一人一人の弁護士の声を聞かず、 

　　言うべきことを言わず、やるべきことをしていません。 
このような日弁連執行部を今すぐ変えなければなりません。 

では、何を変えるべきなのでしょうか？




